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司法行政文書開示通知書

3月1日付け（同月4日受付、第031010号）で申出のありました司法行政

文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等
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令和4年3月1日号第1785号裁判所時報

の他あん摩ﾏｯｻｰジ指圧師はり師又はきゆう師と ｜なるのに必要な知識及び技能を修得したものであって，

鼈篁蛎:蛎繼臺臺鱸震駕こ難’
て，同大臣が， これを与えると規定し，同項1号にお

いて，同号所定のあん摩マッサージ指圧師に係る養成

施設の認定は同大臣が行う旨規定する6また，同条3

項は，同条1項の学校又は養成施設の設置者は，生徒

の定員等を変更しようとするときは，あらかじめ，文

部科学大臣，厚生労働大臣等の承認を受けなければな

らないと規定する。

（3）本件規定は，法の附則中の規定であり， 「当分

の間，文部科学大臣又は厚生労働大臣は，あん摩マッ

サージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占

める割合，あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養

，成施設において教育し，又は養成している生徒の総数

のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事

情を勘案して，視覚障害者であるあん摩マッサージ指

圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにする

ため必要があると認めるときは，あん摩マッサージ指

圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を

教育し，又は養成するものについての第二条第一項の

認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項

の承認をしないことができる。 」と規定する。また，

法19条2項は，文部科学大臣又は厚生労働大臣は，

本件規定により認定又は承認をしない処分をしようと

するときは，あらかじめ，医道審議会の意見を聴かな

ければならないと規定している。

3原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次

のとおりである。

（1）本件規定は，昭和39年法律第120号による

法の改正により設けられたものである。上記法律は，

昭和39年6月，第46回国会において，衆議院社会

労働委員会が提出した法律案が可決されて成立したも

のであるところ，同委員会においては，委員から，本

件規定の趣旨について，あん摩業は,視覚障害がある｜
者にとって古来最も適当な職業とされてきたところ，

近時，それ以外の者のため，その職域を圧迫される傾

向が著しい状況にあることから，あん摩マッサージ指

圧師（当時の呼称は「あん摩師」 。以下，時点を問わ

ず「あん摩マッサージ指圧師」 という。 ）について視

覚障害がある者を優先する措置を講ずるものである旨

の説明がされた。本件規定の内容について，現在まで

実質的な改正はされていない。

（2）視覚障害がある者の就労状況等は，大要，以下

ア視覚障割あ緒鯉総数(‘畠歳以上の推計値) ｜
のとおりである。

の推移は，第1審判決別紙1の「視覚障害者の総数」

｜ 裁判例

民事

◎あん摩マッサージ指圧師，はり師，

う師等に関する法律19条1項は，
22条1項に違反しない
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憲法

件名非認定処分取消請求事件

最高裁判所令和3年（行ツ）第73号

令和4年2月7日第二小法廷判決棄却

l

l
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｜ 上告人学校法人平成医療学園

被上告人国

原 審東京高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人折田泰宏ほかの上告理由について

第1事案の概要等

1本件は，専門学校を設置する上告人が，あん摩

マッサージ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律

（昭和22年法律第217号。以下「法」という。 ）
に基づき，あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で

視覚障害者（法18条の2第1項に規定する視覚障害

者をいう。以下同じ。 ）以外の者を養成するものにつ

いての法2条1項の認定を申請したところ，厚生労働

大臣から，視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師

の生計の維持が著しく困難とならないようにするため

必要があるとして，平成28年2月5日付けで，法1

9条1項の規定（以下「本件規定」という。 ）により

上記認定をしない処分（以下「本件処分」 という。 ）

'を受けたため，本件規定は憲法22条1項等に違反し

て無効であると主張して，被上告人を相手に，本件処

分の取消しを求める事案である。

2(1)法1条は，医師以外の者で，あん摩，マッサー

ジ若しくは指圧，はり又はきゅうを業としようとする

者は，それぞれ，あん摩マッサージ指圧師免許，はり

師免許又はきゅう師免許を受けなければならないと規

定する。

（2）法2条1項は，上記各免許は，大学に入学する

ことのできる者で， 3年以上，文部科学省令・厚生労

働省令で定める基準に適合するものとして，文部科学

大臣の認定した学校又は厚生労働大臣等の認定した養

成施設において，解剖学，生理学，病理学，衛生学そ

1



裁判所時報 令和4年3月1日号第1785号

判決別紙3に記載のとおりであって，同年度に合計2

973人，同27年度に合計2706人であった。上

記定員のうち視覚障害者以外の者の割合は，昭和39

年度に36 8％であったところ，平成9年度に40．

7％，同27年度に45． 8％と増加した。

ウあん摩マッサージ指圧師に係る養成施設等で視

覚障害者以外の者を対象とするものは，平成27年度

において， 10都府県に合計21施設あり，その定員

（1学年）ぱ合計1239人である。

・ エ視覚障害者以外の者を対象とする養成施設の定，

員に対する受験者数の割合は，平成27年度において， ’
あん摩マッサージ指圧師の昼間養成施設が149 2

％，同夜間養成施設が118． 6％，あん摩マッサー

ジ指圧師,はり師及びきゅう師の昼間養成施設が20

’莞:%｣星鱒雪蹴鐺ら曇鰯菫墓違｜
反をいう部分について

1(1)本件規定は，法の下での養成施設等の位置付

けに照らせば，あん摩マツ'サージ指圧師に係る養成施

設等で視覚障害者以外の者を対象とするものの設置及

びその生徒の定員の増加について，許可制の性質を有

する規制を定め，直接的には，上記養成施設等の設置

者の職業の自由を，間接的には，上記養成施設等にお

いて教育又は養成を受けること.により，免許を受けて

あん摩，マッサージ又は指圧を業としようとする視覚

障害者以外の者の職業の自由を，それぞれ制限するも

のといえる。

| （2）憲法22条1項は,狭義における職業選択の自
由のみならず，職業活動の自由も保障しているところ，

こうした職業の自由に対する規制措置は事情に応じて

各種各様の形をとるため，その同項適合性を一律に論

ずることはできず，その適合性は，具体的な規制措置

について，規制の目的，必要性，内容， これによって，
制限される職業の自由の性質内容及び制限の程度を

検討し， これらを比較考量した上で慎重に決定されな

ければならない。この場合，上記のような検討と考量

をするのは，第一次的には立法府の権限と責務であり，

裁判所としては，規制の目的が公共の福祉に合致する

ものと認められる以上，そのための規制措置の具体的

内容及び必要性と合理性については，立法府の判断が

その合理的裁量の範囲にとどまる限り，立法政策上の

問題としてこれを尊重すべきものであるところ，その

合理的裁量の範囲については，事の性質上おのずから

広狭があり得るのであって，裁判所は，具体的な規制

の目的，対象，方法等の性質と内容に照らして， これ

を決すべきものである。

一般に許可制は，単なる職業活動の内容及び態様に

対する規制を超えて，狭義における職業の選択の自由

欄に記載のとおりであり，昭和35年に20万200

0人，平成18年に31万人であった。視覚障害があ

る有職者の数及びその視覚障害がある者の総数に占め

る割合（就業率）の推移は，同別紙の「視覚障害者の

内有職者」欄に記載のとおりであり，昭和35年に7

万2114人で35 7％，平成18年に6万634

0人で21． 4％であった。また，あん摩，マッサー

ジ若しくは指圧，はり又はきゅうに従事する視覚障害

がある者の数及びその視覚障害がある有職者の数に占

める割合の推移は，同別紙の「有職者の内のあはき師」

欄に記載のとおりであり，昭和35年に2万7548

人で38． 2％，平成18年に1万9637人で29．

6％であった。

イ平成15年において，視覚障害に係る身体障害

者手帳の交付を受けたあん摩マッサージ指圧師，はり

師及びきゅう師のうち，その障害の程度が重く等級が

1級又は2級である者の割合は83． 8％であった。

ウ公共職業安定所（ハローワーク）における視覚

障害がある者に対する職業紹介の全体件数のうち，あ

ん摩マッサージ指圧師免許，はり師免許又はきゅう師

免許を基礎とした職業に係る件数の割合は，平成18

年度から同26年度までにおいて，いずれも5割以上

（重度の視覚障害がある者に限れば7割以上）であっ

た。

エ平成25年において，あん摩マッサージ指圧師，

はり師及びきゅう師の年間収入の平均値は，視覚障害

がある者が290． 0万円，それ以外の者が636．

2万円であった。このうち視覚障害がある者について，

年間収入が300万円以下の者の割合は76． 3％で

あった。

オ視覚障害がある者に対する教育を行う特別支援

学校における生徒数等の推移は，第1審判決別紙2に

記載のとおりであり，あん摩マッサージ指圧師国家試

験に必要な科目を履修する高等部の保健理療科及び理

療科の生徒数は減少傾向にある。

（3） あん摩マッサージ指圧師の養成状況等は，大要，

以下のとおりである。

ア昭和37年において，あん摩マッサージ指圧師

の総数は5万1477人であり， このうち視覚障害が

ある者以外の者（2万0619人）の割合は401

％であった。これに対し，平成26年において，あん

摩マッサージ指圧師の総数は11万3215人であり，

このうち視覚障害がある者以外の者（8万7216人）

の割合は77． 0％であった。

イあん摩マッサージ指圧師に係る学校及び養成施

設(以下，学校及び養成施設を併せて｢養成施設等｣ ｜
という。 ）の定員（1学年）は》昭和39年度に合計

3980人であり，平成9年度以降においては第1審’

2



裁判所時報 令和4年3月1日号第1785号

り，所定の視覚障害がある者に係る特定職種（労働能

力はあるが障害の程度が重いため通常の職業に就くこ

とが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると

認められる職種） として定められている。その一方で，

あん摩マッサージ指圧師のうち視覚障害がある者以外

の者の数及びその割合やあん摩マッサージ指圧師に係

る養成施設等の定員のうち視覚障害者以外の者の割合

は増加傾向にあり，また，あん摩マッサージ指圧師の

うち視覚障害がある者の収入はそれ以外の者よりも顕

著に低くなっている。

これらの事情に加えて，視覚障害がある者にその障

實霊艇麓獣警菫熊態諦ぅ誌’
零駕蘇懸垂患葦篝騨鱸篶震’
施策が講じられていることを踏まえても，視覚障害が｜

議議選篭鱗識｜
マッサージ指圧師の増加を抑制する必要があるとする

ことをもって，不合理であるということはできない。

定豐受灌晟懲雲蘇零蕊姜薑黙篁＃雪｜
必要があるものとされていること（法2条1項）から

すれば，上記の抑制のため，あん摩マッサージ指圧師

に係る養成施設等で視覚障害者以外の者を対象とする

ものについての認定又はその生徒の定員の増加の承認

をしないことができるものとすることは，規制の手段

として相応の合理性を有する。

そして，本件規定は,上記養成施設等の設置又はそ

の生徒の定員の増加を全面的に禁止するものではなく，

文部科学大臣又は厚生労働大臣において，諸事情を勘

案して，視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の

生計の維持が著しく困難とならないようにするため必

要があると認めるときに限り，上記の認定又は承認を

しないことができるとするものにとどまる。さらに， ｜

その旨の処分をしようとするときは，あらかじめ，学

識経験を有する者等により構成される医道審議会の意

見を聴かなければならないものとして（法19条2項） ，

当該処分の適正さを担保するための方策も講じられて

いる。

また，あん摩，マッサージ又は指圧を業としようと

する視覚障害者以外の者は，既存の養成施設等におい

て教育又は養成を受ければ，あん摩マッサージ指圧師

国家試験に合格することにより,免許を受けることが｜
可能である。そして，前記事実関係等によれば，本件

簔鏡墓鴇産害鰄悪壽菫雲鄭魔’

１１１

そのものに制約を課するもので，職業の自由に対する

強力な制限であるから，その合憲性を肯定し得るため

には，原則として，重要な公共の利益のために必要か

つ合理的な措置であることを要するものというべきで

ある（以上につき，最高裁昭和43年（行ツ）第12

0号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号

572頁参照。 ） 。

（3）本件規定は，その制定の経緯や内容に照らせば，

障害のために従事し得る職業が限られるなどして経済

的弱者の立場にある視覚障害がある者を保護するとい

う目的のため，あん摩マッサージ指圧師について，そ

の特性等に着目して，一定以上の障害がある視覚障害

者の職域を確保すべく，視覚障害者以外の者等の職業

の自由に係る規制を行うものといえる。上記目的が公

|昔鱸駕鴛溌難薑蕊蕊鑑萱
かどうかや，具体的にどのような規制措置が適切妥当

であるかを判断するに当たっては，対象となる社会経

済等の実態についての正確な基礎資料を収集した上，

多方面にわたりかつ相互に関連する諸条件について，

将来予測を含む専門的，技術的な評価を加え， これに

基づき，視覚障害がある者についていかなる方法でど

の程度の保護を図るのが相当であるかという，社会福

祉社会経済，国家財政等の国政全般からの総合的な

政策判断を行うことを必要とするものである。このよ

うな規制措置の必要性及び合理性については，立法府

の政策的，技術的な判断に委ねるべきものであり，裁

判所は，基本的にはその裁量的判断を尊重すべきもの

と解される。

（4）以上によれば，本件規定については，重要な公

共の利益のために必要かつ合理的な措置であることに

ついての立法府の判断が，その政策的，技術的な裁量

の範囲を逸脱し，著しく不合理であることが明白な場

合でない限り，憲法22条1項の規定に違反するもの

ということはできないというべきである。

’ 2('）前記事実関係等によれば，視覚障害がある者
は，その障害のために従事し得る職業が限られ，一般

的に就業率も高くないところ，あん摩マッサージ指圧

師は，本件規定の施行以前から，その障害にも適する

職種とされ，その多くが職業として就いていた。その

後，視覚障害がある者のうちあん摩マッサージ指圧師

の数及びその割合は減少傾向にあるものの，本件処分

当時においても，あん摩マッサージ指圧師は，視覚障

害がある者のうち相当程度の割合の者が就き，また，

その障害の程度が重くても就業機会を得ることのでき

る，主要な職種の一つであるということができる。現

に，あん摩マッサージ指圧師は，障害者の雇用の促進

等に関する法律48条1項及び同法施行令11条によ

3
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行い得る者（以下「総合施術師」という。 ）なくして

同等のコストで同等の効用を得ることはできないから

である（なお，以下，マッサージの施術のみを行う業

務を「マッサージ業」 ，マッサージ業を行う者を「マッ

サージ師」 といい，はり及びきゅうのいずれか又は双

方の施術のみを行う業務を「鍼灸業」 ，鍼灸業を行う

者を「鍼灸師」という。 ） 。

そうであるとすれば，総合施術師の養成業もまた，

マッサージ師のみの養成業や鍼灸師のみの養成業とは

異なる独自の職業とみることが可能である。そして，

本件において上告人が認定の申請をした養成施設は，

当該施設において養成を受けることにより，あん摩マッ

サージ指圧師国家試験，はり師国家試験及びきゅう師

国家試験の全ての受験資格が得られるものであるから，

総合施術師の養成施設等（以下「総合施術師養成施設

等」という。 ） としての性格を有するものといえる

（以下，現行法の下でのあん摩マッサージ指圧師，は

り師及びきゅう師の養成施設等は総合施術師養成施設

等に当たるものとして，論を進める。 ） 。なお，鍼灸

師の養成施設等は本件規定の適用対象とされていない

が，総合施術師養成施設等は，あん摩マッサージ指圧

師国家試験の受験資格を付与するものであり，あん摩

マッサージ指圧師に係る養成施設等に当たることから,

本件規定の適用対象となるものである。

2職業活動の主たる意義の一つが当該職業活動が

生み出す商品役務の効用にあることは，既に述べた。

そして， この効用が生み出す付加価値が，市場の働き

を通して，当該商品役務の供給者と需要者の双方に利

益をもたらすことは，普遍の真理といえる。これまで，

憲法22条1項適合性の問題は,主として，商品役務

の供給者の利益に対する制約の問題として論じられて

きたように思われるが，職業活動に対する制約は，当

該職業活動が生み出す商品役務に対する需要の充足を

妨げ，その需要者が受ける利益を減少させることにつ

ながるから，職業活動に対する制約の合理性を考える

に当たっては，それによってもたらされる需要者の利

益の減少についても検討がされるべきである。

そして，需要者の利益を論ずるに当たっては，特定

の商品役務に対する需要のみならず，その派生需要

（ある商品役務に需要が発生することによって当該商
品役務の生産要素に関して生み出される新たな需要）

も併せて検討しなければならない。これを本件に則し

ていえば，総合施術師は総合施術業の生産要素である

から，総合施術師の養成業に対する需要は，総合施術

業に対する需要の派生需要にほかならない。そのため，

総合施術師の養成業に対する制約がもたらす需要者の

利益の減少について検討するに当たっては，①総合施

術師の養成業に対する需要と②総合施術業に対する需

10都府県に合計21施設あり，その1学年の定員は

合計1239人と相当数に及んでおり，その定員に対

する受験者数の割合も著しく高いとまではいえないこ

とからすれば，本件規定による上記の者の職業の自由

に対する制限の程度は，限定的なものにとどまるとい

える。

（3）以上によれば， ､本件規定について，重要な公共

の利益のために必要かつ合理的な措置であることにつ

いての立法府の判断が，その政策的，技術的な裁量の

範囲を逸脱し，著しく不合理であることが明白である

ということはできない。

本件蜆宗が憲法22条1項に違反3 したがって，

する＃､のシいうでルばで去ない‐

以上は， 当裁判所大法廷判決（最高裁昭和45年

（あ）第23号同47年11月22日大法廷判決・刑

集26巻9号586頁）の趣旨に徴して明らかという

べきである。論旨は採用することができない。

第3その余の上告理由について

論旨は，違憲をいうが，その前提を欠くものであっ

て，民訴法312条1項及び2項に規定する事由のい

ずれにも該当しない。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判

決する。なお，裁判官草野耕一の意見がある。

裁判官草野耕一の意見は，次のとおりである。

私は，多数意見の結論に賛同し，その理由にもおお

むね賛同するものであるが，結論に至る論理を多数意

見と異にする部分もあるので，以下私の思うところを

敷桁したい。

1法は，①あん摩，マッサージ又は指圧（以下，

単に「マッサージ」という6 ） ）②はり及び③きゅう
の各施術を業として行うための免許及び国家試験をそ

れぞれ別のものとして規定しているが，憲法22条1

項適合性の問題を考えるに当たっては，職業の異同を

現行法上の免許及び国家試験の分類どおりに捉えるべ

き必然性はない。思うに，職業活動の主たる意義の一

つは，当該職業活動が生み出す商品役務の効用（福利

の増加）にあるから， ｜司等のコストで他の商品役務を

調達しても得ることのできない効用をもたらす商品役

務の提供活動は， これを一つの独立した職業として捉

えることが合理的である。この点を踏まえていえば，

一人の被施術者に対して，はり及びきゅうのいずれか

又は双方の施術とマッサージ.の施術とを併用して行う

施術業（以下「総合施術業」 という｡ ）は， これらの

各施術を個別に行う職業とは異なる独自の職業とみる

ことが可能である。なぜならば，①総合施術業は，上

記の各施術を組み合わせることによって， これらの個

別の施術によっては得ることのできない効用を被施術

者にもたらし得る業務であり，かつ，②総合施術業を

』
■_ロ
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らである。この点について的確な判断をするためには，

本件において既に検討されている問題に，総合施術業

に対する超過需要の有無及び程度や上記の参入の問題

等（上記の参入を防止する措置の実行可能性の問題を

含む。 ）をも加えて，総合的に検討することが必要で

あろう。

4以上のとおり，本件においては，憲法上の争点

に総合施術師の養成業･という独自の職業に対する制約

の問題が含まれ‘るものと考えるが，そうであるからと

いって，当然に本件の結論が覆るわけではない上，本

件においては，上告人自身が上記のような職業の捉え

方を少なくとも明示的には主張していないのであるか

ら，原審が特にこのような観点からの審理，判断をし

なかったことを違法ということはできない。そして，

原審の判断及びこれに対する論旨の内容を前提とする

限り，論旨に理由が認められないことは多数意見の指

摘するとおりである。よって，私もまた，本件上告は

これを棄却することが相当であると考える次第である。

(裁判長裁判官菅野博之裁判官三浦守裁判官

草野耕一裁判官岡村和美）

要の双方を考察の対象としなければならないのである。

3以上を踏まえることによって，本来は更なる審

理をすべきであった事項がいくつか浮かび上がると思

われるが，その中でも最も重要な事項を一つ指摘して

おきたい。

それは，総合施術師の養成業及び総合施術業に対す

る超過需要の発生の有無及び程度である。

この点に関しては，原審の認定した事実からだけで

も，ある程度のことはうかがい知ることができる。す

なわち，平成10年度から同27年度までの期間にお

いて，本件規定の適用対象外である鍼灸師の養成施設
等は，施設数が14から93へ， 1学年の定員が合計

875人から合計5665人へと大幅に増加した。こ

れに対し，上記期間において，視覚障害者以外の者を

対象とする総合施術師養成施設等は，施設数が18か

ら19へ， 1学年の定員が合計903人から合計97

4人へとわずかに増加したにとどまり，また，視覚障

害者を対象とする総合施術師養成施設等は，施設数が

69から63へ， 1学年の定員が合計958人から合

計719人へと減少している。これらの事実によれば，

少なくとも上記期間においては，総合施術師の養成業

に対する超過需要が存在したものの，本件規定が総合
施術師養成施設等に適用されたことにより，当該需要

の充足が妨げられてきたが，それにもかかわらず視覚

障害者の総合施術業への新規の就労は増加しなかった

ことがうかがえる。そして，総合施術師の養成業に対

する需要は総合施術業に対する需要の派生需要である

から，上記期間においては，総合施術業に対する超過

需要もまた存在していたにもかかわらず，総合施術師

となる視覚障害者以外の者の数が制限される一方で総

合施術師となる視覚障害者の数が増加しなかったこと

によって，当該需要の充足が妨げられてきたことがう

かがえる。そして，以上のことが本件処分当時も成立

しており，それによって総合施術業の需要者の利益の

減少が生じているとすれば，本件規定の合憲性につい

ては， これらのことも考慮に入れた検討がされてしか

るべきであろう。

もっとも，仮に総合施術業の需要者の利益の減少が

生じているとしても，それによって直ちに本件規定を

総合施術師養成施設等に適用することが不合理である

と断定することは早計であろう。なぜならば，本件規

定の総合施術師養成施設等への適用を排除した場合に

おいて，新規に資格を取得する総合施術師のうちの相

当数が（総合施術業に専念するのではなくして）マッ

サージ業に参入し，結果として，マッサージ業におけ

る視覚障害者の職域の確保を妨げるおそれがあるとす

れば，総合施術師養成施設等を本件規定の適用対象と

することにつき，なお合理性を認め得る余地があるか

１
１
１’

’１
１

且
可
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㈱人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個

人又は当該個人により構成される集団（以下「特定人

等」という。 ）を社会から排除すること （同号ア）

（ｲ）特定人等の権利又は自由を制限すること （同号

イ）

㈲特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は
暴力をあおること （同号ウ）

イ表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれか

に該当すること（同項2号柱書き）

け）特定人等を相当程度侮蔑し又はひぼう中傷する

ものであること（同号ア）

（ｲ）特定人等（当該特定人等が集団であるときは，

当該集団に属する個人の相当数。同号イにつき以下同

じ。 ）に脅威を感じさせるものであること （同号イ）

ウ不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に

置くような場所又は方法で行われるものであること

（同項3号）

（2）本件条例5条1項柱書き本文は，市長は，次の

ア又はイの表現活動が条例へイトスピーチに該当する

と認めるときは，事案の内容に即して当該表現活動に

係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置

（以下「拡散防止措置」 という。 ）をとるとともに，

当該表現活動が条例へイトスピーチに該当する旨，表

現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった

措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称

を公表する（以下， これを「認識等公表」といい,-拡

散防止措置と併せて「拡散防止措置等」という。 ）も

のとする旨を規定する。

ア市の区域内で行われた表現活動（同項1号）

イ市の区域外で行われた表現活動等で次のいずれ

かに該当するもの（同項2号柱書き）

（ｱ）表現の内容が市民等に関するものであると明ら

かに認められる表現活動（同号ア）

（ｲ）上記(ｱ)に掲げる表現活動以外の表現活動で市の

区域内で行われた条例ヘイI､スピーチの内容を市の区

域内に拡散するもの（同号イ）

（3）本件条例6条1項柱書き本文は，市長は，上記

(2)ア又はイの表現活動が条例へイトスピーチに該当す

るおそれがあると認めるとき等は，当該表現活動が上

記(2)ア又はイのいずれかに該当するものであること及

び当該表現活動が条例へイトスピーチに該当するもの

であることについて，あらかじめ審査会の意見を聴か

なければならない旨を規定する。

（4）本件条例7条1項は，上記(3)の事項等について，

諮問に応じて調査審議をし，又は報告に対して意見を

述べさせるため，市長の附属機関として審査会を置く

旨を規定し，本件条例8条は，審査会は，委員5人以

内で組織し（1項） ，審査会の委員は，市長が，学識

◎大阪市へイトスピーチヘの対処に関する

条例（平成28年大阪市条例第1号） 2条，

5条～10条は，憲法21条1項に違反
しない

件名公金支出無効確認等請求事件

最高裁判所令和3年（行ツ）第54号

令和4年2月15日第三小法廷判決棄却

上告人X1ほか5名

被上告人大阪市長

原 審大阪高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人徳永信一，同岩原義則の上告理由につい

て

第1事案の概要

1 大阪市へイトスピーチヘの対処に関する条例

（平成28年大阪市条例第1号。以下「本件条例」と

いう。 ） 2条， 5条～10条（以下「本件各規定」 と

いう。 ）は，一定の表現活動をヘイトスピーチと定義

した上で， これに該当する表現活動のうち大阪市（以

下「市」 という。 ）の区域内で行われたもの等につい

て，市長が当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防

止するために必要な措置等をとるものとするほか，市

長の諮問に応じて表現活動が上記の定義に該当するか

否か等について調査審議等をする機関として大阪市へ

イトスピーチ審査会（以下「審査会」 という。 ）を置

くこと等を規定している。

本件は，市の住民である上告人らが，本件各規定が

憲法21条1項等に違反し，無効であるため，審査会

の委員の報酬|等に係る支出命令は法令上の根拠を欠き

違法であるなどとして，市の執行機関である被上告人

を相手に，地方自治法242条の2第1項4号に基づ

き，当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求を

することを求める住民訴訟である。

2本件各規定の概要は，次のとおりである。

（1）本件条例2条1項柱書きは，本件条例において

ヘイトスピーチとは，次のアーウのいずれにも該当す

る表現活動をいう旨を規定する（以下， この表現活動

を「条例へイトスピーチ」という。 ） 。

ア次のいずれかを目的として行われるものである

こと （(ｳ)については，当該目的が明らかに認められる

ものであること。以下同じ。 ） （同項1号柱書き）

‐

１
１

1

1

1
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経験者その他適当と認める者のうちから市議会(以下
「市会」という。 ）の同意を得て委嘱する（2項）旨

を規定する。また，本件条例9条は，審査会の調査審

議の手続について規定し，本件条例10条は，本件条

例7条～9条に定めるもののほか，審査会の組織及び

運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は規則で

定める旨を規定する。

3原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次

のとおりである。

（1）公益財団法人人権教育啓発推進センターが平成

28年3月に公表した「平成27年度法務省委託調査

研究事業へイトスピーチに関する実態調査報告書」

は，いわゆるヘイトスピーチを伴うデモ又は街宣活動

を行っていると報道等で指摘される団体の活動を調査

した結果，特定の民族等に属する集団を一律に排斥す

る内容や，同集団に属する者の生命，身体等に危害を

加える旨の内容を伴うデモ又は街宣活動は，同24年

4月から同27年9月までの3年6か月間に，全国に

おいて1152件が行われ，その14． 2％に相当す

る164件が大阪府内において行われたとしている。

また，上記の報告書は，市内では，平成24年6月，

同26年5月，同年9月，同27年3月及び同年4月

に行われたデモ又は街宣活動において，上記のような

内容の発言に加えて，特定の民族等に属する集団を蔑

称で呼ぶなどして殊更にひぼう中傷する内容の発言が

確認されたほか，同25年4月に大阪市北区梅田で行

われた街宣活動において，特定の民族に属する者を殺

害することをあおるシュプレヒコールをすることは当

然である旨の発言や当該民族が同じ生き物ではない旨

の発言があったことが報道されたとしている．

（2） 大阪市人権尊重の社会づくり条例（平成1.2年

大阪市条例第25号）に基づき置かれた大阪市人権施

策推進審議会は，市長から諮問を受け，平成27年2

月，市内において現実にヘイトスピーチが行われてい

る状況にあり，市は，市民の人権を擁護するために，

へイトスピーチに対して独自で可能な方策をとること

で，ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確に示

していくことが必要である旨の答申（以下「本件答申」

という。 ）をした。本件答申は，ヘイトスピーチと認

定した事案について，差別の拡散につながらないよう

十分に留意しながら，ヘイトスピーチであるという認

識その事案の概要及び講じた措置を公表することが

適当であるなどとする一方で，憲法上の表現の自由と

の関係を考慮し，単なる批判や非難を上記措置等の対

象外とし,社会からの排除等を目的とする表現活動に
その対象を限定することが適当であるなどとしていた。

（3）本件条例に係る条例案は，本件答申を受けて，

平成27年5月，市会に提出され，その審議を経て，

同28年1月15日，可決成立した。

（4）市会は，平成27年6月，衆議院議長，参議院

議長，内閣総理大臣，総務大臣及び法務大臣に宛てて，

地方自治法99条に基づき，市内においてデモ又は街

宣活動の際にヘイトスピーチが頻繁に行われているこ

と等から，へイトスピーチの根絶に向けて実効性のあ

る法律の整備を視野に入れた対策を早急に進めるよう

強く要望する旨の意見書を提出する旨の決議をした。

第2上告理由のうち本件各規定の憲法21条1項

違反をいう部分について

1(1)前記事実関係等によれば，本件条例の制定当

時，市内においては，特定の民族等に属する集団を一

律に排斥する内容，同集団に属する者の生命，身体等

に危害を加える旨の内容，同集団をその蔑称で呼ぶな

どして殊更にひぼう中傷する内容等の差別的言動を伴

う街宣活動等が頻繁に行われていたことがうかがわれ

る。そして，本件答申は，市内において現実にヘイト

スピーチが行われている状況にあるとした上で，市が，

へイトスピーチと認定した事案について，ヘイトスピー

チであるという認識，その事案の概要及び講じた措置

を公表することが適当であるなどとする一方，憲法上

の表現の自由との関係を考慮し，単なる批判や非難を

上記措置等の対象外とし，社会からの排除等を目的と

する表現活動にその対象を限定することが適当である

などとしており， これを受けて，本件条例に係る条例

案が提出され，可決成立したものである。以上のよう

な本件条例の制定経緯に加え，本件条例が，条例へイ

トスピーチが差別の意識を生じさせるおそれがあるこ

と等に鑑み，市民等の人権を擁護するとともに条例へ

イトスピーチの抑止を図ることを目的とする旨を規定

､した（1条）上で，その適用に当たっては，表現の自

由その他の憲法の保障する国民の自由と権利を不当に

侵害しないように留意しなければならない旨を規定し

ている（11条）ことに照らせば，本件条例は，表現

の自由の保障に配慮しつつ，上記のような人種又は民

族に係る特定の属性を理由とする過激で悪質性の高い

差別的言動の抑止を図ることをその趣旨とするものと

解するのが相当である。

（2）本件条例2条1項柱書きは，拡散防止措置等の

対象となる条例へイトスヒ｡－チの定義として，同項各

号のいずれにも該当する表現活動をいう旨を規定して

いるところ，その文理及び上記の本件条例の趣旨に照

らせば，同項1号は，一定の不当な目的を有すること

を要件としたものであり，具体的には，当該表現活動

が，人種又は民族に係る特定の属性を理由とし，同号

アーウのいずれかを目的として行われるものであるこ

とを要する旨を規定したものと解するのが相当である。

また，同項2号も，表現の内容及び表現活動の態様が

’
１
１
１

１
１
１

7



裁判所時報 令和4年3月1日号第1785号

特に悪質性の高いものであることを要件としたもので

あり，具体的には，当該表現活動が，特定人等をその

蔑称で呼ぶなど，特定人等を相当程度侮蔑し，若しく

はひぼう中傷するものであること （同号ア） ，又は特

定人等の生命，身体若しくは財産について危害を加え

る旨を告知し，若しくは同危害を加えかねない気勢を

示すなど，社会通念に照らして，特定人等に脅威を感

じさせるものであること （同号イ）を要する旨を規定

したものと解するのが相当である。そして，同項3号

も，上記の本件条例の趣旨等を踏まえて，当該表現活

動が，仲間内等の限られた者の間で行われるものでは

なく，不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に

置くような場所又は方法で行われるものであることを

要する旨を規定したものということができる。

2そこで，進んで本件各規定が憲法21条1項に

違反するかを検討する｡

憲法21条1項により保障される表現の自由は，立

憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であっ

て，民主主義社会を基礎付ける重要な権利であるもの

の，無制限に保障されるものではなく，公共の福祉に

よる合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けるこ

とがあるというべきである。そして，本件において，

本件各規定による表現の自由に対する制限が上記限度

のものとして是認されるかどうかは，本件各規定の目

的のために制限が必要とされる程度と，制限される自

由の内容及び性質， これに加えられる具体的な制限の

態様及び程度等を較量して決めるのが相当である（最

高裁昭和52年（オ）第927号同58年6月22日

大法廷判決・民集37巻5号793頁等参照） 。

本件各規定は，拡散防止措置等を通じて，表現の自

由を一定の範囲で制約するものといえるところ，その

目的は，その文理等に照らし，条例へイトスピーチの

抑止を図ることにあると解される。そして，条例へイ

トスピーチに該当する表現活動のうち，特定の個人を

対象とする表現活動のように民事上又は刑事上の責任

が発生し得るものについて， これを抑止する必要性が

高いことはもとより，民族全体等の不特定かつ多数の

人々を対象とする表現活動のように，直ちに上記責任

が発生するとはいえないものについても，前記1(2)で

説示したところに照らせば，人種又は民族に係る特定

の属性を理由として特定人等を社会から排除すること

等の不当な目的をもって公然と行われるものであって，

その内容又は態様において，殊更に当該人種若しくは

民族に属する者に対する差別の意識憎悪等を誘発し

若しくは助長するようなものであるか，又はその者の

生命，身体等に危害を加えるといった犯罪行為を扇動

するようなものであるといえるから，これを抑止する

必要性が高いことに変わりはないというべきである。

加えて，市内においては，実際に上記のような過激で

悪質性の高い差別的言動を伴う街宣活動等が頻繁に行

われていたことがうかがわれること等をも勘案すると，

本件各規定の目的は合理的であり正当なものというこ

とができる。

また，本件各規定により制限される表現活動の内容

及び性質は，上記のような過激で悪質性の高い差別的

言動を伴うものに限られる上，その制限の態様及び程

度においても，事後的に市長による拡散防止措置等の

対象となるにとどまる｡､そして，拡散防止措置につい

ては，市長は，看板，掲示物等の撤去要請や，インター

ネット上の表現についての削除要請等を行うことがで

きると解されるものの，当該要請等に応じないものに

対する制裁はなく，認識等公表についても，表現活動

をしたものの氏名又は名称を特定するための法的強制

力を伴う手段は存在しない。

そうすると，本件各規定による表現の自由の制限は，

合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものという
べきである。そして，以上説示したところによれば，

本件各規定のうち，条例へイトスピーチの定義を規定

した本件条例2条1項及び市長が拡散防止措置等をと

るための要件を規定した本件条例5条1項は，通常の

判断能力を有する一般人の理解において，具体的場合

に当該表現活動がその適用を受けるものかどうかの判

断を可能とするような基準が読み取れるものであって，

不明確なものということはできないし，過度に広汎な

規制であるということもできない。

１
１
１

｜
｜

’

本件冬規市は憲法21条1項に緯3 したがって，

辰する＃､のルいうこしはできない‐ 以上は，当裁判所

6月22日大法狂大法廷判決（前掲最高裁昭和58年6月22日大法廷

判決，最高裁昭和57年（行ツ）第156号同59年

12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308

頁，最高裁昭和61年（行ツ）第11号平成4年7月

1日大法廷判決・民集46巻5号437頁）の趣旨に

徴して明らかというべきである。論旨は採用すること

ができない。

第3 その余の上告理由について

論旨は，違憲をいうが，その実質は単なる法令違反

をいうもの又はその前提を欠くものであって，民訴法

312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該

当しない。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判

決する。

（裁判長裁判官戸倉三郎裁判官宇賀克也

裁判官林道晴裁判官長嶺安政裁判官

渡邉恵理子） ．

１
１
１

１
１
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令和4年3月1日号第1785号裁判所時報

◎広報テーマ（4月分①）

｜ 記事
I

◎叙位･叙勲（12月分，死亡者のみ）

従五位・旭日小綬章

元日本弁護士連合会常務理事 河合良房

（12月2日）

従六位

元東京地方裁判所主任書記官 向井希世文

（12月3日）

従三位

元大阪高等裁判所判事 山中孝茂

（12月15日）

正六位・瑞宝双光章

元松山検察審査会事務局長 宇都宮春生

（12月16日）

従六位・瑞宝双光章

元福島簡易裁判所庶務課長兼主任書記

官 佐藤孝

（12月30日）

’’

『

叩

e

I

ロ

I

9

歴史齢調停鰯 櫛離
職 ～醐停制度発足100周年～

謁停は，話合いによって問題の解決を図る裁判所の手続｡令和4年10月に

発足から10○周年を迎えます。 100年の間‘社会の要請に応えながら進化

してきた歴史を振り返ります。

轍 i=蒜冨冨=1F言惹嗣民亭調停 家駆調停
－

｢借地借家調停法施行(大正''年).1""･'0.1
19霞9

09厚8，

1949
－

F9gi

I 特定調僻去施行(平成'汀ト型22
ZOI3
－

ZOH9

「家願事件手続法施行(平成25年） 1

関東大震災の後，借地借家の紛争
解決に活用されましだ

民詣調停法施行(昭和26年）

社会の要請に応じて創設された小
作，商聯，金銭債務といった分野
についての調停法が一つに統合さ
れ.幅広い分野の紛争に利用でき
るようになりました

民覇関停委員及び家事調停委員規則
制定(昭和49年）

手続の中核を担う調停委員につき，
より良い人材の確保を図りました

バブル崩壊後，多額の借金を抱え
た人の経済的再生喜日指しました

知財調停スタート(令和元年）

時代のニーズに応える専門的
な調停の運用が始まりました

鯛停ﾎﾘ度発足100周年

人頻調停法施行〈昭和14年）

女性からの申立てが多く，女性の
権利の保穫に大きく貢献しました

家噂讓判法施行(昭和23年）

個人の尊厳と両性の平等という

新しい基本理念が掲げられましだ

家庭裁判所設瞳(昭和24年）

恵庭に関する事件を総合的かつ
専門的に扱う裁判所ができました

電諾会溌が導入されるなど，現代
､社会に合った，より利用しやすい，

透明性の高い制度になりました

軽空塑二砂唖迄'調停Q＆AI
嬢駕繍望驚溌ﾊﾅｼｧｨ をサポートするんだ

を扱う民事溺停と．

醗事鯛停があるよ。

．”猛毒デコ2窒塑壁参 “認”
〆
1922年にできた借地借雰謂停法という法律がスタートだね

、土地や建物の貸し借りに関する争い加曽えて社会問題になって

そこで，垢合いによって争いを解決する仕組みとして調停制度

だんだ。その後， 1951年に民事鰯停法が制定されたよ。今

、理や知的財産権に特化した調停も利用できるようになっている

働
鍵鴬 裁判所民顯謂停■裁判所家事調停
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◎広報テーマ（4月分②）◎人事異動

東京地方裁判所判事補 平沢由里絵

釧路地方・家庭裁判所長

さいたま地方・家庭裁判所川越支部長長谷川浩二

さいたま地方・家庭裁判所川越支部長

千葉地方裁判所判事 高瀬順久

千葉地方裁判所判事

東京地方裁判所判事 中村さとみ

東京地方裁判所判事

東京高等裁判所判事 高木勝己

依願退官

釧路地方・家庭裁判所長 高木順子

（以上2月4日）

定年退官

広島簡易裁判所判事 西村公宜

（2月5日）

広島簡易裁判所判事

笠岡簡易裁判所判事兼倉敷簡易裁判所

判事 淺野総一

笠岡簡易裁判所判事兼倉敷簡易裁判所判

事

倉敷簡易裁判所判事 谷政葉子

（以上2月6日）

千葉地方・家庭裁判所松戸支部長

東京高等裁判所判事 三浦隆志

依願退官

千葉地方・家庭裁判所松戸支部長 石橋俊一

（以上2月10日）

東京地方裁判所判事 嶋田登美子

（2月15日）

18 歳から 令和4年（20．22年）4月1日から，鹿年年齢が

ZO戯から18蟻に引き下げられ，ユ8蝋・ユ9歳

の方は‘釈の同腫を褐なくて石目分で契約ができる

ように触ります。裁判員に！ しかし，痩わるのはそれだけではありません！ ！

概卿貝明鷹広報キャラ毎ターさい二℃髭

令和5年に錨側員に選ばれる可脆性がある方には,今年

11月1刺に,戦判員候補者名踊に肥馳されたことをお知

つ哩りつ“ロ〃､垂1uニイL=り●

.-.~一~‐ ‐一~ｰ． ． ． ‐ ．～･勺="毎".~一.~.読壹局､,1いた1天澗暫極且Uし垣1函LJ函1今ゥ里ニーーーーーー．－－ － ．‐ ‐

裁判員に遁ばれるのは,毎年作成される『裁判員候補者名蝉」に記戦された方ですが， 18
歳’19歳の有権者のうち来年に使用される名簿に記載された方に対しては，そのことをお知
らせする通知が今年ユユ月頃に送付されます．

その後，年明け以降，実漂に裁判貝に逝ばれる可能性があります． ’
他人の麻について庚則に増えだごとはおく‘初針て会ゥ
彪人運とこれほど鯛酪雇鷹紡ることがで孝だのは，特別
啓騨であると感じだ．

まだ，自分も法律どいうルーILの中琶生きているという
己芭を鴎雄することができ，自分の行いをよく奮えられ
る槌になゥだ．

〈アルバイト）

初対面の目上Q方々と定見交換をすることに対して，は
じ鉢は要縮してしきる部分もあLlきしだ．

しかし．裁判長や蔵判官の皆さんが声をか汁て下さつだ

ご己で，その塩に必専だど思う定見を言うごとがで老手’
しだ．

（学生1

一
銭判屍傾欄■に廻ばれた場合廼壷J繰生寵ある雷とを理由に戯判
辞退喪ること銅能蚕蕊

もつとも，巽源に経験した多くの方が‘員亜な4準との感惣を述
いただいていますので，砺甑的な藍加をお待ちしており霊す，

雌お，徐判貝吹補者となったこと碇SNS許で公にすることは法抑
止されてい議すが,家族や学,I良の先生静に相談することは間悶あ
せん側

’
若年壱向け広報用

戯判員馴庫雌李蝿

パンワレマト・

吟{串#就胤鮎)について

翻り所では，主にユ0ｲ、。Z0代の方に向けた測度広報用

パンフレッ1,を作成し，戦判員制臓ウェブリイト上で公Ⅲ｜
しているliKか，各地方裁判所に伽いで飢料で配布し,てい談

ﾂﾞ．

ま雌，地方猟判所の澱判宮が皆どんの職j鳥や教至蓉を肋間

し，湖，I員識判に問する疑問に分かりやすくお答えする等
の出驚規明会（出剤調霧）を行っています。

詳しくは，最寄りの地方磯判所の栂協諏語でお問い合わ魁
＜雄さい．

|凍胴広躯ﾃﾚピ雷遡･ﾗジｵ”での紹介
政師広報テレビ詩組「字凹はつみのそこ紋えて！』で甜羽員刺唆が昭介きれ

ました(令和4年ﾕ月放送)。

どの放遥の巾電，高校への出弧説IMI会(出前湯霊)での隅演，高恢生の模擬評
蛎の椛子も紹介されています．

政卿広柵オンラインのページから伽柵聴いた艦けます・の海，ぜひ郡視聴くだ

さい嘘"'~迦壷ﾖｰからアク･lZスで湾寵す).

灘
灘
議

また，政府広報ラジオ篇綱I青木頚太．足立望乖s1｣ndavCoIlection」でも

裁Wﾘ員制度が紹介されていぴす(令扣3年ユ0月ﾙk送)ので’ぜひお聴きくだ
さい妙

棚Wl員WJl度の詳しい情報はこちらへどうぞ

劃側目刷庶ｳｪ認ｻｲﾄhttps://www､saibanin,courts､go･jp／
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卜1つ頃選ばれるの？

10代の鰻蝋皆の声を紹介『
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裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
、
二
月
一
日
に
第
二
百
八
回
国
会
に

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
案
は
、
近
年
の
事
件
動
向
及
び
判
事
補
の
充
員
状
況
を
踏
ま

え
、
判
事
補
の
員
数
を
減
少
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
事
務
を
合
理
化
し
、
及
び
効
率
化

す
る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
減
少
す
る
も
の
で
す
。
法
律

案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

一
判
事
補
の
員
数
を
四
十
人
減
少
す
る
こ
と

近
年
の
事
件
動
向
及
び
判
事
補
の
充
員
状
況
を
踏
ま
え
、
判
事
補
の
員
数
を
四
十
人
減

・
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

二
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
六
人
減
少
す
る
こ
と

事
件
処
理
の
支
援
の
た
め
の
体
制
強
化
及
び
国
家
公
務
員
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

推
進
を
図
る
た
め
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
を
二
人
、
裁
判
所
事
務
官
を
三
十
九
人
そ
れ
ぞ

れ
増
員
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
事
務
を
合
理
化
し
、
及
び
効
率
化

す
る
こ
と
に
伴
い
、
技
能
労
務
職
員
等
を
六
十
七
人
減
員
し
、
以
上
の
増
減
を
通
じ
て
、

裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
六
人
減
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

（
法
律
案
条
文
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

《
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
》

法

律

等
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